（介護予防）認知症対応型通所介護
利用契約書及び重要事項説明書
利用者名　　　　　　　　　　様

株式会社刈谷ケアサービスさくら

認知症対応型デイサービスさくら

刈谷市小垣江町永田１２３－１

ＴＥＬ（０５６６）６１‐２８３３

重要事項説明書　　（Ｐ1～Ｐ6）

個人情報利用同意書（Ｐ7）

（介護予防）認知症対応型通所介護利用契約書　　　　　（Ｐ8～Ｐ１３）

当事業所は、お客様に対して（介護予防）認知症対応型通所介護サービスを提供します。契約締結する前に知って頂きたい事業所の概念や提供されるサービスの内容、契約上ご注意頂きたいことを次の通り説明します。
1.事業者（法人）の概要
	名称・法人種別
	株式会社　刈谷ケアサービスさくら

	代表者名
	代表取締役　中村　圭介

	所在地・連絡先
	刈谷市小垣江町永田123-1
（電話）　０５６６－６１－２８３３
（ＦＡＸ）０５６６－６１－２８３１


2.事業所名称及び事業所番号
	事業所名
	認知症対応型デイサービスさくら

	所在地・連絡先
	刈谷市小垣江町永田123-1
（電話）　０５６６－６１－２８３３
（ＦＡＸ）０５６６－６１－２８３１

	事業所番号
	２３９２９００２４３

	管理者の氏名
	中村　圭介


3.事業の目的

介護保険法に従い、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立

した日常生活を営むことが出来るように、適正な認知症対応型通所介護サービスを提供する。

4.当事業者の運営方針

（1） 事業所の従事者は要介護等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立した、日常生活を営むこができるよう、率要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
（2） 指定認知症対応型通所介護の提供にあたっては、事業所の従事者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
5.営業日及び営業時間

（1）営業日　　　　　　　月曜日から金曜日

　　　　　　　　　　　　（盆休み　８月１３日・１４日・１５日）
　　　　　　　　　　　　（年末年始休み　１２月３１日、１月１日・２日・３日）　
（2）営業時間　　　　　　午前８時００分から午後５時００分

（3）サービス提供時間　　午前１０時３０分から午後２時００分

6.サービス提供地域

　　　通常の事業の実施地域は刈谷市全域とする。
7.（認知症対応型通所介護の利用定員）
　　利用定員は次のとおりとする。
　　　（１）１単位目　　　6名
8.職員体制

　当事業者は、認知症対応型通所介護を提供する職員として以下の職員を配置しています。

（1） 管理者　　　　　1名
（2） 従業員
　　　生活相談員　　　　1名以上
　　　機能訓練指導員　　1名以上
　　　介護職員　　　　　2名以上　　
　　　

9.サービス内容及び利用料金等
　サービスの内容は次のとおりとし、（介護予防）認知症対応型通所介護を提供した場合の利用料の額は介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスである時は介護報酬告知上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担額を乗じた額とする。
また、給付制限がかかった場合は法定代理受領ではなく、償還払いになる。
（1） 〈日常生活基本介護〉
利用者様の状態を把握し、身体機能の維持向上とQOLを主にして自立支援に向けたサービスを提供する。
（2） 〈健康チェック〉
利用者様にバイタルチェックを行い、身体状況を観察把握し、健康面に細心の注意をはらうとともに、利用者様及び家族に適切なアドバイスをしていく。
（3） 〈送迎〉
利用者様を安全にご自宅まで送迎する。
（4） 〈食事〉
利用者様の状態に合わせ、食事の楽しさや喜び実感して頂けるよう準備する。
（5） 〈入浴〉
利用者様の身体状況にあった安全で適切な方法で提供しプライバシー保護に努める。
（6） 〈個別機能訓練〉
体力低下を防ぐために必要な訓練および日常生活に必要な基本動作を獲得するため適切な機能訓練を行う。

（7） 〈生活相談〉
利用者様に応じた介護の工夫や困っている事など相談を受ける。
10.利用料

（介護予防）認知症対応型通所介護　利用料（利用者様負担分）
	介護度
	基本ｻｰﾋﾞｽ料
	入浴介助加算（Ⅰ）
	（介護保険
1割負担分金額）

加算後参考事例
	（介護保険
2割負担分金額）

加算後参考事例
	（介護保険
3割負担分金額）

加算後参考事例

	要支援1
	475単位/日
	40単位/日
	（515単位/日）

558円/日
	（515単位/日）

1,115円/日
	（515単位/日）

1,673円/日

	要支援2
	526単位/日
	40単位/日
	（566単位/日）

613円/日
	（566単位/日）

1,226円/日
	（566単位/日）

1,839円/日

	要介護1
	543単位/日
	40単位/日
	（583単位/日）

631円/日
	（583単位/日）

1,263円/日
	（583単位/日）

1,893円/日

	要介護2
	597単位/日
	40単位/日
	（637単位/日）

690円/日
	（637単位/日）

1,380円/日
	（637単位/日）

2,070円/日

	要介護3
	653単位/日
	40単位/日
	（693単位/日）

750円/日
	（693単位/日）

1,501円/日
	（693単位/日）

2,250円/日

	要介護4
	708単位/日
	40単位/日
	（748単位/日）

810円/日
	（748単位/日）

1,620円/日
	（748単位/日）

2,430円/日

	要介護5
	762単位/日
	40単位/日
	（802単位/日）

868円/日
	（802単位/日）
1,737円/日
	(802単位/日）

2,605円/日



※　地域区分加算　3級地　…　1単位＝10.83
　　　
利用者の心身の状況(急な体調不良等)でサービス提供時間が通所介護計画上の所時間
よりやむを得ず短くなった場合、又急な気象状況の悪化等で送迎に遅れが発生し、計画上の提供時間よりやむを得ず短くなった場合は、計画上の単位数を算定いたします
　　　実費個人負担分　　　　　　　　（円）　　

	教養娯楽材料費
	200

	紙おむつ等
	200

	食費
	890

	ドリンク代
	120

	その他個人的利用物品代等
	実　　費


　　　　　　　　　　　　※ソフト食は＋220円
　　　　　　　　　　　　※ミキサー食は＋100円

　　　　　　　　　　　　※特別行事の際は別途追加料あり
　　　　　　　　　　　　※衛生消耗品は、別途追加料金あり

　　　

（4）キャンセル料：当日お休みの場合、下記キャンセル料がかります。
	キャンセル料
	実費個人負担分（昼食代）


（5）介護給付費体系の変更や、保険外の利用料金も経済状況等やむを得ない事由の　場合、事業者は利用者様に対して、説明した上でサービス利用料金を変更することが出来ることとする。
（6）支払い方法

　　　　１ヶ月ごとに計算し、翌月１５日頃に請求しますので、２６日までに指定の方法で支払いください。
１１、緊急時の対応に関する事項
事業所は、ご利用者に対するサービス提供により事故、体調の急変等が生じた場合は、 事前の打ち合せに基づき、ご家族、主治医、救急機関等に連絡を行うとともに、必要な措置を行います。 また、事故の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。

１２、業務継続計画の策定等に関する事項
（1） 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所介護サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 
（2） 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 
（３） 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 
　１３、衛生管理等に関する事項
事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 
（１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を 検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね年に１回以上開催するとともに、その結果について、すべての職員に周知徹底を図る。
（２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 
（３）事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期実施する。
１４、事故発生時の対応
（１）利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
（２）前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
（３）利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。
１５、苦情、ハラスメント処理に関する事項
（1） 事業所は、提供した居宅サービスに対する利用者又はその家族などからの苦情ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
（２）事業所は、適切な居宅サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
１６、虐待防止に関する事項
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を
講じるものとする。 
（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

（２）虐待の防止のための指針を整備する。

（３）従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く
１７、サービス利用にあたっての留意点

　　（1）皮膚疾患等で他の利用者の方に感染の恐れがあると事業者が判断した場合は、一時利用を中止させて頂く場合があります。

　　（2）ご利用時間中に体調がすぐれない場合は、ご利用を中止または内容の変更をすることがあります。

　　（3）サービス提供中、容体の変化等があった場合は、主治医やご家族、居宅支援事業所へ連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとします。
１８、サービス内容に関する苦情相談窓口

認知症対応型デイサービスさくら　　（０５６６）６１‐２８３３

担　当：　　管理者　中村　圭介
事業所以外に各市役所でご相談・苦情窓口で受付けています。

	愛知県国民健康保険団体連合会　苦情窓口
	（０５２）９７１－４１６５

	刈谷市　長寿課
	（０５６６）６２‐１０１３


１９、第三者評価の実施状況
　当事業所は第三者評価の実施は行っておりません。
以上のとおり、認知症対応型デイサービスさくらのサービス内容及び重要事項の説明をしました。重要事項の内容を確認、承諾の上契約書に署名することとする。
個人情報利用同意書
私及び私の家族の個人情報の利用については、下記により必要最小限の範囲内で使用する事に同意します。
記
1 使用目的
事業者が介護保険法に関する法令に従い、居宅サービス計画に基づき、介護サービス等を円滑に提供する為に実施されるサービス担当者会議において必要な場合、又他の事業所や医療関係との連絡調整の為に使用する。
2 個人情報の内容
（1） 氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等で、事業者がサービスを行うために必要なご利用者やご家族の個人情報。
（2） その他ご利用者やご家族に関する個人情報であって、特定の個人が識別され、又は識別されうる情報。
3 使用する条件
（1）　個人情報の提供は、1に記載する目的の必要最小限の範囲で使用するものとし、個人情報の提供に当たっては関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払う。
（2）　個人情報を使用した会議、相手方、個人情報利用の内容等の経過を記録する。
4 使用する期間　　　サービス契約締結日からサービス提供の終了日まで
令和　　　年　　　月　　　日
事業者　　　　　　　　刈谷市小垣江町永田１２３－１
株式会社　刈谷ケアサービスさくら
＜利　用　者＞　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　
＜家　　　族＞　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　
利用者は、身体の状況等により署名ができない為、利用者の意思を確認の上、私が利用者に代わって、その署名を代筆しました。
＜署名代筆者＞　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　名前
　　　　　　　　　　様（以下『利用者様』という。）と株式会社ケアサービスさくら（以下『事業者』という。）は、利用者様が事業者から提供される（介護予防）認知症対応型通所介護サービス（以下『居宅サービス』という。）を受け、それに対する利用料金を支払うことについて次のとおり契約（以下『本契約』という）を締結する。

第一章　　　　　総　　　　則
第1条　　　《契約の内容》

1. 事業者は介護保険法の主旨に従い、利用者様がその有する能力に応じて、可能な限り自立した日常生活を営む事が出来るように支援することを目的として利用者様に対し、第３条及び第４条に定める居宅サービスを提供する。

2. 事業者が契約者に対して実施する居宅サービス内容・利用日・利用時間・費用等の事項は、【重要事項説明書】に定めるとおりとする。

第２条　　　《契約期間》

1. 契約の有効期間は、本契約締結の日から本契約要介護認定の有効期間満了日までとする。

2. 契約期間満了日の２日前までに契約者から文書による本契約解除の申し出がない場合には本契約は同じ条件で更新されるものとする。

第2章 提供期間
第３条　　　《介護保険給付サービス》

　　事業者は（介護予防）認知症対応型通所介護サービスにおける介護保険給付対象サービスとして、事業者において利用者様に対し、日常生活上の世話及び個別機能訓練を提供するものとする。

第４条　　　《介護保険給付対象外のサービス》

1. 事業者は、利用者様との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超える（介護予防）認知症対応型通所介護サービスを提供するものとする。

2. 前項のサービスについて、その利用料金は利用者様が負担するものとする。

3. 事業者は第１項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて利用者様の家族に対してもわかりやすく説明するものとする。

第５条　　　《（介護予防）認知症対応型通所介護サービス計画》

1. 事業者は、利用者様の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ「居宅サービス計画」に沿って認知症対応型通所介護サービス計画書を作成する。

2. 事業者は、（介護予防）認知症対応型通所介護サービス計画書の内容を利用者様及び家族に説明する。

3. （介護予防）認知症対応型通所介護サービス計画の変更の必要があると認められた場合には、利用者様及び家族等と協議して変更する。

第６条　　　《サービス提供の記録》

1. 事業者は、サービス提供に関する事項を記録し、これを利用終了後５年間は保管とする。

2. 利用者様は、事業者の営業時間内にその事業者内において、当該利用者様に関する第１項のサービス実施記録を閲覧できる。

第3章 サービスの利用と料金の支払い

第7条　　　《サービス利用料金の支払い》
1. 利用者様は要介護に応じて第３条に定めるサービスを受け、【重要事項説明書】に定める所定の料金体系に基づいてサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分（自己負担分：通常はサービス利用料金の１割～3割）を事業者に支払うものとする。

2. 第４条の定めるサービスについて、利用者様は【重要事項説明書】に定める所定の料金体系に基づいてサービス利用料金を事業者に支払うものとする。

3. 前項の他、契約者は通所介護において、食事（光熱）費とおやつ代等、利用者様の日用生活上必要となる諸費用実費を【重要事項説明書】に定める所定の料金を事業者に支払うものとする。

4. 前各項において、1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は利用日数に基づいて計算した金額とする。

5. 事業者は、前3項に定めるサービス利用料金を1ヶ月ごとに計算し利用者様はこれを翌月26日までに支払うものとする。

第８条　　　《利用日の中止・変更・追加》

1. 利用者様は、サービス利用期間3日前に、それぞれのサービスの利用を中止または変更もしくは、新たなサービスの利用を追加することができる。この場合には、利用者様はサービス実施日の前日までに事業者に申し出るものとする。

2. 利用者様が利用期日に利用の中止を申し出た場合は、【重要事項説明書】に定める所定の取り消し料を事業者にお支払いいただく場合がある。但し、利用者様の体調不良等、正当な事由がある場合は、この限りではない。

3. 事業者は、第1項に基づく利用者様からサービス利用の変更・追加の申し出に対して、利用者が満員（（介護予防）認知症対応型通所介護サービス）により、利用者様の希望する日にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能日時を利用者様に掲示して協議するものとする。

第９条　　　《利用料金の変更》

1. 第7条第1項に定めるサービス利用料金について、介護給付体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することが出来るものとする。

2. 第7条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は利用者様に対して説明した上でサービス利用料金を相当な額に変更することができる。

3. 利用者様は、前項の変化に同意することが出来ない場合には、本契約を解約することが出来る。

第四章　　　　　事業者の義務
第１０条　　《事業者及びサービス従業者の義務》

1. 事業者及びサービス従業者は、サービスの提供にあたって利用者様の生命・身体並びに財産の安全確保に配慮するものとする。

2. 事業者は利用者様の体調及び健康状態からみて必要な場合には、事業者の看護職員もしくは、主治医と連携し、利用者様から聴取並びに確認の上でサービスを実施するものとする。

3. 事業者は、サービス提供において利用者様に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医及びご家族への連絡を行い、必要な措置を講ずるものとする。

第１１条　　《守秘義務》

1. 事業所及びサービス従業者は、居宅サービスを提供する上で知り得た利用者様またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らさない。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続する。

2. 事業者は、利用者様に医療上緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者様に関する心身等情報を提供できるものとする。

第五章　　　　　利用者様の義務
第１２条　　《利用者様の施設利用上の注意義務等》

1. 利用者様は事業者の施設・設備並びに敷地を本来の用途に従って利用するものとする。

2. 利用者様は、事業者の施設及び設備について故意または重大な過失により紛失・破損並びに汚染した場合は自己の費用により現状に復するか又は、相当の代価を支払うものとする。

3. 利用者様の心身の状況等により、特段の配慮が必要な場合には利用者様及びその家族等と、事業者との協議により、施設及び設備の利用方法を決定するものとする。

第六章　　　　　損害賠償（事業者の義務違反）
第１３条　　《損賠償責任》

1. 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って自己の責に帰すべき事由により利用者様に生じた損害について賠償する責任を負う。第１１条に定める守秘義務に違反した場合も同様とする。但し、利用者様に故意または過失が認められる場合には、利用者様の置かれた心身の状況を勘案して相当と認められる時に限り損害賠償責任を減じることが出来るものとする。

2. 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとする。
第１４条　　《損害賠償がなされない場合》

　　事業者は自己の責に帰すべき事由が無い限り損害賠償責任を負わない。とりわけ以下の各項に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れる。

1. 利用者様が、本契約締結時にその心身の状及び病歴等重要事項について、故意にこれを告げない、または不実の告知を行ったことに起因して損害が生じた場合。

2. 利用者様が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取及び確認に対して故意にこれを告げない、または不実の告知を行ったことに起因して損害が生じた場合。

3. 利用者様が、事業者もしくはサービス従業者の指示及び依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合。

第１５条　　《事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能》

1. 事業者は、本契約の有効期間中に地震及び台風等の天災のほか事業者の責任によらない事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、利用者様に対してサービスを提供すべき義務を負わない。

2. 前項の場合に事業者は、利用者様に対してすでに実施したサービスについて所定のサービス利用料金の支払いを請求できるものとする。

第１６条　　《裁判管轄》
　　この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者様および事業者は、利用者様の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。
第１７条　　《契約の解約・終了》

1. 利用者様は、本契約の有効期間中であっても、本契約を解約することが出来る。この場合に本契約終了を希望する日の７日前までに文書で通知するものとする。但し、病気・急な入院等やむを得ない事情がある場合は７日以内の通知でも本契約を解約することが出来る。

2. 事業者は、やむを得ない理由が生じた場合には、利用者様に対して、本契約終了日１ヶ月前までに理由を示した文書で通知することにより本契約を解約することが出来るものとする。

3. 次の各項の事由に該当した場合は、利用者様に文書で通知することにより、直ちに本契約を解約することが出来る。

（1） 事業者もしくはサービス従業者が、利用者様に正当な理由なく本契約に定める居宅サービスを実施しない場合。

（2） 事業者もしくはサービス従業者が、守秘義務に違反した場合。

（3） 事業者もしくはサービス従業者が故意または過失により利用者様の身体・財物並びに信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。

（4） 他の利用者が利用者様の身体・財物並びに信用等を傷つけた場合、もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合。
4. 次の各項の事由に該当した場合、事業者は文書で通知することにより直ちに本契約を解約することが出来る。尚、この場合、原則として事前に介護支援専門員に連絡する。

（1） 利用者様が本契約締結時にその身体の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げない、または不実の告知を行いその結果本契約を継続しがたい重大な事情が生じた場合。

（2） 利用者様のサービス料金の支払いが２ヶ月以上延滞し、料金を支払うよう督促したにもかかわらず、10日以内に支払われない場合。
（3） 利用者様が、正当な理由なくサービス中止をしばしば繰り返した場合、または利用者様の入院もしくは病気等により３ヶ月以上にわたって、サービスが利用できない状態が明らかになった場合。

（4） 利用者様またはその家族等が、事業者やサービス従業者もしくは他の利用者に対して窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷その他の利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合。
5. 次の各項の事由に該当した場合には、本契約は自動的に終了する。
（1） 利用者様が要介護認定において、自立または総合事業と認定された場合。
（2） 利用者様が他の介護保険施設や医療施設に入所や入院した場合。但し、退所及び退院した場合は自動更新される。
（3） 利用者様が死亡した場合。

第１８条　　《契約の解約または終了された場合における関連条項の失効》

　　第１６章の本契約が解約または終了された場合には、当該サービスに関わる条項はその効力を失うものとする。

第１９条　　《精　算》

　　本契約が終了した場合において、利用者様がすでに実施されたサービスに対し、利用料金支払い義務及び第１２条第２項（現状の回復の義務）その他の条項に基づく義務を事業者に対して未払いがある時は、本契約終了日から１週間以内に精算するものとする。

第七章　　　　　その他

第２０条　　《相談・苦情》

　　事業者はその提供したサービスに関する契約者からの相談及び苦情に対して以下の窓口を設置し適切に対応するものとする。

窓口は【重要事項説明書】のとおりとする。

第２１条　　《協議事項》

　本契約に定められていない事項について問題が生じた場合は、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところを遵守し、双方が誠意をもって協議し解決するものとする。

上記の契約を証するため、本書２通を作成し、利用者様、事業者が署名の上、各１を保有するものとする。

　令和　　　年　　　月　　　日
事業者
	当事業者は、（介護予防）認知症対応型通所介護サービスとして契約者の申し込みを受託し、この契約書に定める各種サービスを誠実に責任もって行います。

	所在地
	　愛知県刈谷市小垣江町永田１２３－１

	名　　称
	　認知症対応型デイサービスさくら

	代表者
	　中村　圭介　　　　　　　　　　　　　　　　　

	電話番号
	　０５６６‐６１‐２８３３


利用者

	私は、以上の本契約の内容について説明を受け、内容を確認いたしました。（重要事項説明書含む）

	私は、この契約書（重要事項説明書含む）で確認するデイサービスの利用を申し込みます。

	住　　所
	　

	氏　　名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


利用者家族又は代理人（選任した場合）
	私は、本人に代わり、上記署名を行いました。

	私は、本人に代わり、本契約（重要事項説明書含む）内容について説明を受け、内容を確認いたしました。

	住　　所
	　

	氏　　名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	続　　柄
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